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令和３年度財政援助団体等監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第７項及び西条市監査基準第２条第１項第３号の規定に基づき、

財政援助団体等監査を実施したので、地方自治法第１９９条条第９項及び西条市監査基準

第１４条第１項の規定に基づき、その結果を次のとおり報告します。 
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令和３年度財政援助団体等監査結果 

 

第１ 監査の対象 

  令和２年度に財政援助を行った団体のうち、次の団体に対する補助金について監査を

実施した。 

監査対象団体 補助金の名称 所管部署 

愛媛県人権対策協議会西

条支部 

愛媛県人権対策協議会西条支部

補助金 
市民生活部 人権擁護課 

 

第２ 監査の期間 

  令和４年１月２１日から令和４年２月２２日まで 

 

第３ 監査の着眼点 

  (1)補助対象や金額の算定基準は要綱等により明確になっているか。 

    (2)実績報告書のほか、帳簿、領収書、通帳等により履行確認が行われているか。 

    (3)補助金の使途は適切か。 

    (4)出納関係帳票や領収書等の証拠書類の整備は適正に行われているか。 

    (5)補助金で購入した物品等の管理は適正か。 

 

第４ 監査の実施内容 

  団体及び所管課から関係書類等の提出を求め、関係諸帳簿等を調査・照合し、必要に

応じて関係者へ聞き取りを行ったほか、出納関係帳票等の整備の状況について実地にて

監査を実施した。 

 

第５ 監査の結果 

監査の結果、団体に交付された補助金に係る出納その他の事務は、おおむね適正に執行

されていることを確認した一方で、改善又は検討を要する事項も見受けられた。軽易な指

摘事項については、その都度指示、指導を行い、改善又は検討を求めた。 

なお、所管部署及び交付団体においては、指示、指導を行ったため記述を省略した軽易

な事項に関しても留意し、引き続き適正な事務の執行に努められたい。 

団体の監査結果は次のとおりである。 
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１ 愛媛県人権対策協議会西条支部に対する補助金について 

(1) 補助金の名称     愛媛県人権対策協議会西条支部補助金 

(2) 補助金交付先      愛媛県人権対策協議会西条支部                 

 (3) 補助金額       11,810,000円（令和３年度に 4,088円戻入） 

  (4) 支出年月日及び金額  令和２年 ４月２４日  11,040,000円（前期分） 

令和２年１０月２３日  11,040,000円（後期分） 

令和３年 ２月 ４日  △6,470,000円（変更申請戻入） 

令和３年 ３月２４日  △3,800,000円（変更申請戻入） 

令和３年１０月１４日      △4,088円（差額戻入） 

  (5) 支出根拠       西条市補助金等交付規則 

愛媛県人権対策協議会西条支部補助金交付要綱 

 (6) 愛媛県人権対策協議会西条支部に関する指摘事項 

 ア 規約等について 

   規約等を策定されているが、内容について不十分なものが散見される。見直しを

行い、適正な内容に改正されたい。 

イ 収入・支出関係事務について 

 明確な根拠のない支払いについては、根拠規定等の策定を検討し、金銭出納帳に

おいては、入金及び出金について、誰が見ても領収書や通帳等と突合できるように

整備されたい。 

 また、団体で支払うべき経費と自己負担で支払うべき経費は明確に区分し、適正

な出納事務を行うこと。    

 (7) 市民生活部人権擁護課に関する指摘事項 

   ア 補助金交付事務について 

補助金実績報告等を審査する際には、適切な事業が行われているか、記載された

内容に不備はないか、内容が補助金交付要綱に準じているかなど、内容を精査し適

正な補助金交付事務を行うこと。 

また、今後も定期的に愛媛県人権対策協議会西条支部が行う、収入・支出関係事

務については担当課審査を行い、適正な事務が行われるよう指導・助言等を行われ

たい。 

   イ 予算の積算について 

     市の規定と比べ高い基準で定められている団体内で取り決めた賃金及び旅費規

定等に合わせ予算を積算されているが、市の厳しい財政環境下において、補助金

の積算根拠として、市の基準を用いる検討をされたい。 

     また、団体から提出される計画内容が、補助金交付要綱と照らし合わせ、内容

が適切かどうか精査し予算の積算を行われたい。 

 


